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『「第６波」非常事態宣言』について 

 

現在、若者を中心に、３連休、特に成人式に関連した会食等に端を発する感染が、こ

れまでにないスピードで急拡大しております。 

このまま感染が止めどなく拡大すると、新規陽性者数、病床使用率ともに急上昇し、

医療体制だけでなく、企業、学校など社会・経済の基盤となる様々な領域でスタッフの

確保・体制の維持が困難となり、社会・経済活動そのものが機能停止に陥りかねないこ

とが強く危惧されます。 

このため、岐阜県新型コロナウイルス感染症対策本部において、別添のとおり『「第

６波」非常事態宣言』を決定したところです。 

県内の高齢福祉サービス事業所等におかれては、上記対策の趣旨に基づき、引き続き、

下記により感染拡大防止対策の継続をお願いします。 

 

記 

 

１ 基本的な感染防止対策の徹底・強化について 

オミクロン株に対しても、これまで同様、基本的感染防止対策（マスク着用、手洗

い、三密回避、こまめな換気、体調不良時の行動ストップ）の徹底を継続していただ

くとともに、以下の強化をお願いします。 

・ まん延防止等重点措置区域など感染拡大地域をはじめ、不要不急の都道府県間の

移動は極力回避 

・ 混雑した場所や感染リスクが高い場所への外出自粛  

・ 自宅含め、普段会わない人との会食、大人数・長時間での会食を徹底回避 

（４人まで、２時間以内が目安） 

 

２ 各事業所・施設での感染防止対策の再徹底について 

各事業所・施設におかれては、『「第６波」非常事態宣言』を発出する状況である

ことを踏まえ、「社会福祉施設等における新型コロナウイルス感染・まん延防止等チ

ェックリスト」（令和３年１１月３０日改正）を元に、利用者と職員に関する感染防

止対策の再徹底をお願いします。 

 



 

３ 研修動画を使った事業所・施設内研修の実施について 

「第６波」の感染拡大において、職員一人ひとりが正しい感染防止対策を理解し、

事業所・施設全体で感染防止対策に取り組むことが必要ですので、各事業所・施設に

おかれては、県ホームページ等に掲載しております福祉施設向け対策の動画等を活用

し、各職員への研修の実施を再徹底いただきますようお願いします。 

○岐阜県「高齢者・障がい者施設の「第５波」感染防止緊急対策研修会」（約６０分） 

URL：https://www.pref.gifu.lg.jp/page/94176.html 

    （研修資料、YouTubeリンク先を掲載） 

○日本環境感染学会講習会動画（約２０分） 

講師：（一社）ぎふ綜合健診センター所長・岐阜大学名誉教授 村上啓雄氏 

  URL：https://www.youtube.com/watch?v=_7IKndd-cEM&list=PLU_dEM_9NVr1UXcXtERsE2gJ5qEX5OHZT&index=3 

（研修資料は県高齢福祉課ＨＰに掲載 https://www.pref.gifu.lg.jp/page/94176.html ） 

 

４ 感染症に備えた業務継続計画（ＢＣＰ）の再確認・策定について 

業務継続計画を策定している事業所・施設におかれては、「第６波」の感染拡大に

備えた計画内容の再確認を行い、職員への周知徹底をお願いします。 

業務継続計画の策定義務については、経過措置として、令和６年３月３１日までは

努力義務となっているところですが、未策定の各事業所・施設におかれては、速やか

な策定を行っていただきますようお願いします。 

 

［添付資料］ 

・『「第６波」非常事態宣言』（令和４年１月１７日岐阜県新型コロナウイルス感染症対策

本部） 

 

 

 

 

 

岐阜県健康福祉部高齢福祉課事業者指導係 

係 長 堀 部 担 当 大 野 

ＴＥＬ 058-272-1111 内線 2600 

ＦＡＸ 058-278-2639 

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/94176.html
https://www.youtube.com/watch?v=_7IKndd-cEM&list=PLU_dEM_9NVr1UXcXtERsE2gJ5qEX5OHZT&index=3
https://www.pref.gifu.lg.jp/page/94176.html

